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パワーハラスメントの定義

【ハラスメント】パワーハラスメント

職場におけるハラスメントは、人権に関わる許されない行為であり、職場秩序の乱
れや貴重な人材の損失にもつながることから、十分な対策を講じることが重要です。
今回は、パワーハラスメントの定義等について解説します。

・ 職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必

要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの３つの要素を

全て満たすものをいいます。

①優越的な関係を背景とした言動 とは？

・ 業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景とし

て行われるものを指します。職務上の地位が上位の者による言動はもちろん、以下のような例も該当します。

（例）①同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業

務の円滑な遂行が困難であるもの、②同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた  とは？

・ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。なお、労働

者に問題行動があった場合でも、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然、パワー

ハラスメントに当たる可能性があります。

③就業環境が害される  とは？

・ 当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が

生じるなど、就業上看過できない程度（※）の支障が生じることを指します。

※同じ状況下において、平均的な労働者（社会一般の労働者）が就業上看過できないと感じるような言動であるかどうかを基準として考えます。



・ 職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な言動の類型としては、優越的な関係を背景として

行われる以下の６つが挙げられます。

（※）あくまで代表的な類型の例示であり、これ以外の行為がパワーハラスメントに該当しないというものではありません。

■パワーハラスメントの代表的な言動の類型

次回の講座では、セクシュ
アルハラスメントの内容や、
ハラスメント防止のために
事業主が講ずべき措置につ
いて解説します。
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